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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２７年１０月２９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年９月１５日 １７時２０分ごろ 

発生場所 岡山県岡山市犬ノ島北西方沖 

 久
く

久
ぐ

井
い

港Ａ防波堤西灯台から真方位１４７°１.２７海里付近 

 （概位 北緯３４°３４.０４′ 東経１３４°０５.５８′） 

事故調査の経過  平成２６年１０月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート Project
プロジェクト

 F
エフ

、１９トン 

 ２４３－２１９４９岡山、個人所有 

 １１.９８ｍ（Lr）×４.８３ｍ×２.４５ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関２基、４４１kＷ（合計）、平成３年４月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定  

  免許登録日  平成２年１０月９日  

  免許証交付日 平成２５年１０月３１日 

         （平成３０年１０月３０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船尾船底部に破口及び左舷プロペラに曲損 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、友人２人を乗せ、クルージングの

目的で、岡山市岡山港を出港し、岡山県瀬戸内市牛窓
うしまど

港を経て香川県

土庄町豊
て

島に向かった。 

 船長は、フライングブリッジで操船を行い、犬ノ島北方沖に鰯 礁
いわししょう

という干出岩が存在することを知っていたが、犬ノ島北岸沖を航行す

る状況となったとき、いつもより犬ノ島に近いと思ったものの、前路

に航行の障害となるものが見当たらなかったので、このままの針路で

も鰯礁の沖を通過できると思い、約２５ノットの対地速力で南西進し

た。 

 船長は、鰯礁付近を通過中、平成２６年９月１５日１７時２０分  

ごろ、船尾付近からゴーンという音と共に震動を感じ、船体が横揺れ

を始めたので、浅瀬に接触してプロペラを損傷したと思い、船体を確

認したところ、後部にある船室に浸水しているのを認め、鰯礁に乗り
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揚げたことに気付いた。 

 船長は、主機が動いていたので岡山港まで帰航できると思い、岡山

港に向けて航行していたところ、浸水が激しくなってきたことから、

岡山港にあるマリーナに救助を要請した。 

本船は、岡山県備前市久久井漁港沖で、来援した救助船にえい
．．

航さ

れて航行していたが、浸水が増して久久井漁港北西方沿岸に座洲
ざ す

し、

その後、引き揚げられた。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 １、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  船長は、鰯礁の存在を知っていたので、日頃犬ノ島から目測で約 

３００ｍ離して鰯礁の沖を航行していた。 

 船長は、本事故時の潮汐を把握していなかった。 

 本船は、操舵室及びフライングブリッジにＧＰＳプロッターを装備

しており、拡大レンジにすると鰯礁が表示されたが、本事故当時、フ

ライングブリッジ側のＧＰＳプロッターが故障していた。 

 鰯礁は、本事故時、海面上に露出していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

 本船は、犬ノ島北方沖を南西進中、船長が、前路に航行の障害とな

るものが見当たらなかったので、鰯礁の沖を通過できると思い、操舵室

のＧＰＳプロッターで船位の確認を行わなかったことから、鰯礁に接

近して航行し、鰯礁に乗り揚げたものと考えられる。 

 船長は、鰯礁という干出岩が存在することを知っていたが、潮汐に配

慮していなかったことから、前路に航行の障害となるものが見当たらな

かったことで、鰯礁の沖を通過できると思った可能性があると考えられ

る。 

原因  本事故は、本船が、犬ノ島北方沖を南西進中、船長が、前路に航行

の障害となるものが見当たらなかったので、鰯礁の沖を通過できると 

思い、操舵室のＧＰＳプロッターで船位の確認を行わなかったため、

鰯礁に接近して航行し、鰯礁に乗り揚げたことにより発生したものと

考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッターを活用して干出岩等の障害物の位置を確認する

こと。 
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